
（案） 

令 和 ７ 年 １ １ 月 ４ 日 
県議会事務局議事調査課 

県政記者クラブ報道機関各位 

 

生徒・学生による発表の場 

～高校生が議事堂で販売実習を行います～ 

 
 県議会では、女性や若者をはじめとする県民の皆様の県議会への参画推進に向けて、

議会への理解を深めていただく機会として、生徒や学生など若い世代の活動を発表す

る場を提供しています。 
今回、「mara マルシェ in 山形県議会」として、議事堂内で県立酒田光陵高等学校ビ

ジネス流通科の生徒が障がい者就労事業所等製品の販売実習を行います。 
 どなたでも、マルシェでのお買い物のほか、当日開かれる見込みの予算特別委員会

の傍聴ができますので、県民の皆様への周知についてよろしくお願いします。 

 
 

記 

 
１ 日  時  令和７年１２月１０日（水）１１時３０分～１４時３０分 
           
２ 会  場  山形県議会議事堂 １階ロビー（山形市松波２－８－１） 
 
３ 内  容  県立酒田光陵高等学校ビジネス流通科の生徒による 

障がい者就労事業所等製品の販売実習 
 

４ そ の 他  詳細は別添チラシ（酒田光陵高等学校生が作成）をご覧ください。 
当日開かれる見込みの予算特別委員会の傍聴も可能です。 

（当日、傍聴手続きが必要） 
   
 

 
         

≪問い合わせ先≫ 

担 当：議事調査課政策調査室 

      室長補佐 須藤 

（電話 023-630-3187） 

広報監：事務局次長 早坂 

プレスリリース 

≪マルシェの名称について≫ 

マオリ語で「光」を意味する「marama（マラマ）」。 

酒田光陵高等学校ビジネス流通科では、「地域に光を」の願いを込め、自分たち

が手がけるマルシェを「mara マルシェ」と名付けています。 


